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令和７年度定期監査の結果について 

 地方自治法第１９９条第１項、第２項及び第４項の規定に基づき、令和７年度定期

監査を実施したので、同条第９項の規定により、その結果に関する報告を提出し公表

します。 

 なお、監査の結果に基づき、又は監査の結果を参考として措置を講じたときは、地

方自治法第１９９条第１４項の規定により本職あてに通知されるよう申し添えます。 
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令和７年度定期監査報告書 

 

第１ 監査の概要 

１ 上天草市監査委員監査基準への準拠 

  この監査は、上天草市監査委員監査基準に準拠して実施した。 

２ 監査の種類 

  地方自治法第１９９条第１項、第２項及び第４項に基づく定期監査等 

３ 監査の対象 

  令和６年度及び令和７年度執行の市長事務部局をはじめ全部局に関する事務 

４ 監査の実施場所及び期間等 

 (１) 実施場所 

   監査委員事務局執務室ほか 

 (２) 実施期間 

   令和７年６月３０日から令和８年２月２５日まで 

 

令和 7年 10月 7日 総務部 総務課（選挙管理委員会）

令和 7年 10月 7日 総務部 財政課

令和 7年 10月 8日 総務部 危機管理防災課

令和 7年 10月 8日 総務部 監理課

令和7年10月22日 企画政策部 行革デジタル戦略課

令和7年10月22日 企画政策部 企画政策課

令和 7年 11月 5日 経済振興部 観光おもてなし課

令和 7年 11月 5日 経済振興部 農林課

令和 7年 11月 6日 経済振興部 みなと・水産課

令和 7年 11月 6日 経済振興部 経済振興部　現地調査（工事）

令和7年11月11日 市民生活部 市民課

令和7年11月11日 市民生活部 姫戸統括支所

令和7年11月11日 市民生活部 龍ヶ岳統括支所

令和7年11月12日 市民生活部 環境衛生課

令和7年11月12日 市民生活部 税務課

令和7年11月25日

令和 8年 1月 14日

令和 8年 1月 15日

令和 8年 1月 15日

令和 8年 1月 20日 維和小学校、中北小学校、上小学校、登立小学校

教良木小学校、今津小学校、松島中学校、南部学校事務センター、阿村小学校

湯島小学校、湯島中学校、大矢野中学校、大矢野学校事務センター、中南小学校

姫戸小学校、姫戸中学校、龍ヶ岳小学校、龍ヶ岳中学校

実地監査日 監査対象部署

上天草総合病院
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表中に記載のない次の課等については、調書の一部及び関連書類の確認等によ

り実施した。 

建設部（建設課、都市整備課）、健康福祉部（福祉課、子育て支援課、健康づ

くり推進課、高齢者ふれあい課）、教育部（学務課、社会教育課）、会計課、水

道局、議会事務局、農業委員会事務局、監査委員事務局。 

５ 監査の手続き 

この監査に当たっては、令和６年度及び令和７年度における事務事業について、

市の財務に関する事務の執行が適正かつ効率的に行われているかどうか、また、

市の経営に係る事業の管理が合理的かつ効率的に行われているかどうかを主眼と

して、あらかじめ提出を受けた監査調書を基本資料とし、関係書類、諸帳簿等を

審査及び照合するとともに、必要に応じて関係職員から事情を聴取する等の方法

により実施した。 

なお、学校等については、備品及び切手類の管理状況等を監査した。 

また、各課等及び学校等の準公金の管理状況等についても確認した。 

 

第２ 監査の結果 

以上のとおり監査した限りにおいて、財務に関する事務処理等は、概ね適正に

処理されていることを認めた。 

今回の監査における指摘事項は特になかった。しかし、総括的な事項において

注意・検討事項を１件、意見・要望等を８件挙げているため留意していただきた

い。 

 

１ 総括的な事項について 

（指摘事項） 

特になし。 

 

 （注意・検討事項） 

（１）契約事務の適正な執行について 

委託契約において、施行伺いの決裁日以前に契約起案が行われている事例が確

認された。契約事務に関する内部統制は、決裁を経たうえで契約起案を行うとい

う手続の順守を前提として機能するものであり、これらの手続が前後することは、

行政運営の適正性を確保する観点から適切とは言えない。 

 ついては、事務処理の各段階における手続の流れを再確認するとともに、決裁

と起案との時期関係が適正に維持されるよう、各担当部署における事務処理体制

の改善を求める。 

 

-2-



 

（意見・要望等） 

（１）随意契約の適用条項について 

各課等において手続きを行う随意契約の一部に、随意契約適用条項の誤り、伺

い（起案）内容の不足及び契約保証金の取扱いについて記載されていないものが

確認された。随意契約ガイドライン等を参考に適切に手続きを行われたい。 

 

（２）業務委託の積算根拠について 

工事関係以外の業務委託について、積算の根拠に乏しいものが見うけられた。

明確な積算根拠を基にした委託料の算出を行われたい。 

 

（３）審議会等の委員構成について 

審議会等の委員において、条例等で専門員の配置について定めている場合は、

適正に配置していただきたい。また、地域バランス等にも配慮していただきたい。 

 

（４）支払遅延防止について 

支払遅延防止については、例月出納検査の際に再三の注意喚起をしているとこ

ろである。小さなミスの１つが行政に対する信頼を損なう原因になりかねないた

め、指摘等を受けた案件のみに留まらず、全ての部署において、常に緊張感を持

って事務に当たられたい。 

 

（５）休暇の取得について 

多くの部署において、休暇の取得日数が少ない職員が存在した。また、週休日

の振替や代休の取得ができていない部署もあった。所属長の責任において休暇取

得を適正に指導するとともに、職員の心身の健康状態の把握に努められたい。 

 

（６）備品台帳の整備について 

備品台帳に単価や金額の記載が無いものが見受けられた。また、配置場所が違

う物品を一括して登録し、その配置場所について説明がないものが見受けられた。

備考欄に記入するなど行っていただきたい。 

 

（７）準公金の取扱いについて 

９部署において３１件の取扱いがあることを確認した。準公金の取扱いに係る

事故が発生した場合、形式的には市とは別の団体における事故となるが、市民目

線で見ると包括的に市の信頼を損なうことになりかねない。会計担当者、通帳保

管者、届印保管者等を分けて取り扱う等により不正が発生し難い状況を作っては

あるものの、可能な限り準公金を扱わずに済むよう事務の在り方等を検討された
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い。 

また、小中学校においても教材費及びＰＴＡ会費等の準公金の取扱いがあるこ

とを確認したため、適正な管理に努めていただきたい。 

 

（８）監査調書について 

事前に提出を求めた監査調書への記載誤り等があった。また、提出前には必ず

確認等を行い訂正・差し替え等が発生しないよう細心の注意を払うとともに、期

限厳守で提出されたい。 

 

以上、前年度定期監査報告において提出した意見・要望等と同様の内容が多数

ある。報告の際に既に完結していた事務に関しては対処方法がないところである

が、年度の途中等からでも対応可能な事務等については、次年度以降の定期監査

において同様の意見・要望等として取り上げることがないよう、報告内容を真摯

に受け止め適切に対処されたい。 

なお、各課等の監査の個別結果は以下のとおりであり、個々の軽易な事項につ

いては、監査時等に口頭により検討、改善等を指導しているので、この報告書で

は省略しているものもある。併せて、総括的意見で述べた内容についても、個別

結果において省略しているものがある。 
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上天草市組織機構図 

（令和７年４月１日現在） 

 

【７部２１課４局２支所３室１センター45係６出張所（病院事業を除く）】 

 

・総務法制係 育児休業

・人事研修係 病気休業

・秘書広報係

財　政　課

・財政係

監理課

・公共施設マネジメント係

・契約検査係

危機管理防災課

・消防防災係

企画政策部 企画政策課

○架橋建設構想推進室 ※室長：課長補佐兼務

・企画係

・地方創生係

・公共交通政策係 ※係長：課長補佐兼務

　架橋建設構想推進室を兼務

行革デジタル戦略課

○行革デジタル戦略室 ※室長：課長補佐兼務

・情報システム係

経済振興部 農林課

・農業振興係

・耕地・林務係

みなと・水産課 ※うち県職員１（課長補佐）

・管理係

・工務係

観光おもてなし課

・総務係

・観光係

・産業振興係

建　設　部 建　設　課

・管理係

・工務係

都市整備課

・都市計画係

・都市整備係

市民生活部 環境衛生課

・環境衛生係

議　　会 事　務　局

市長 副市長 総務部 総　務　課 派遣・出向等
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※この機構図は、総務課から提供を受けたものに一部修正を加えている。 

税務課
・管理・徴収係
・市民税係
・固定資産税係

市民課 維和出張所
◎大矢野窓口センター 湯島出張所
※センター長：課長補佐級 ※出張所長：センター長兼務

・市民係 阿村出張所
教良木河内出張所
※出張所長：課長補佐兼務

姫戸統括支所
・市民係

龍ヶ岳統括支所 大道出張所
・市民係 樋島出張所

※出張所長：支所長兼務

健康福祉部 福　祉　課
○福祉政策室 ※室長：課長補佐兼務

・生活支援係
・障がい福祉係

教良木保育園
子育て支援課 龍ヶ岳保育園
・子育て支援係

健康づくり推進課 湯島へき地診療所
・国保事業係
・健康増進係
・母子保健係

高齢者ふれあい課
・保険給付管理係
・地域包括支援係

会計管理者 会計課

水　道　局
・庶務係
・工務係

農業委員会 事　務　局

監査委員 事　務　局

選挙管理委員会 ※総務課職員兼務

教育委員会事務局 学　務　課 小中学校
教　育　部 ・教育企画係

・施設係
・学務指導係

社会教育課
・生涯学習係
・スポーツ推進係
・文化教育係

上天草総合病院 病院事業

教育委員会
教育長

病院事業管理者
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２ 個別的な事項について 

 

【総  務  部】 

 

 総 務 課  

 

（１）事務事業の概要 

  総務法制係、人事研修係及び秘書広報係の３係で、条例・規則の審査、公告、

情報公開、文書管理、職員研修、人事業務、広報紙の編集等の事務が行われてい

る。 

  また、選挙管理委員会の事務を管轄している。 

 

（２）監査の結果 

 （指摘事項） 

  特になし。 

 

 （注意・検討事項） 

  特になし。 

 

 （意見・要望） 

ア 区長の委託契約書に住所、氏名の記載や割印が漏れているものが見受けら

れたため、適切に処理を行われたい。 

イ 研修資料については、復命の決裁時や回覧等で情報を共有していただきた

い。 

ウ 勤怠管理システムを活用した職員の適切な勤務状況の把握に努められたい。 

エ 旅費マニュアルについては、条例改正を踏まえた更新を行われたい。 

オ 報告書冒頭の総括的意見を参照の上、自部署に関連する事項については改

善に向けて取り組まれるとともに、今後の事務処理等の参考にされたい。 

  

 

 財 政 課  

 

（１）事務事業の概要 

  財政係の１係で、予算編成、財政計画や財政事情の公表、地方交付税の算定等

の事務が行われている。 
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（２）監査の結果 

 （指摘事項） 

  特になし。 

 

 （注意・検討事項） 

  特になし。 

 

 （意見・要望） 

 適正な財政規模に応じた予算編成となるよう、今後も引き続き予算査定におい

ての精査に努められたい。（災害関連予算を除く） 

報告書冒頭の総括的意見を参照の上、自部署に関連する事項については改善に

向けて取り組まれるとともに、今後の事務処理等の参考にされたい。 

 

 

 監 理 課  

 

（１）事務事業の概要 

  公共施設マネジメント係及び契約検査係の２係で、市有財産の取得、管理、利

活用及び処分、市庁舎の維持管理、公共施設マネジメント、普通財産の維持管理

及び処分、公共工事等の入札及び検査等の事務が行われている。 

 

（２）監査の結果 

 （指摘事項） 

  特になし。 

 

 （注意・検討事項） 

  特になし。 

 

 （意見・要望） 

 ア 土地貸付に係る滞納繰越分の徴収に関して、今後も引き続き努力されたい。 

 イ 委託契約において、再委託の届出書が未提出の案件があったため適切に徴 

取されたい。 

ウ 報告書冒頭の総括的意見を参照の上、自部署に関連する事項について改

善に向けて取り組まれるとともに、今後の事務処理等の参考にされたい。 
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 危 機 管 理 防 災 課  

 

（１）事務事業の概要 

  消防防災係の１係で、防災及び交通安全に関する事務が行われている。 

  

（２）監査の結果 

 （指摘事項） 

  特になし。 

 

 （注意・検討事項） 

  特になし。 

 

 （意見・要望） 

ア 排水機器設置等の委託料について、見積りの算出根拠を精査していただ

きたい。 

イ 防災士の育成について十分に検討をしていただきたい。 

ウ 災害時の協定先に海上輸送に関すること等必要な協定を検討していただ

きたい。 

エ 報告書冒頭の総括的意見を参照の上、自部署に関連する事項については

改善に向けて取り組まれるとともに、今後の事務処理等の参考にされたい。 
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【企 画 政 策 部】  

  

 企 画 政 策 課  

 

（１）事務事業の概要 

  課内室である架橋建設構想推進室、企画係、地方創生係及び公共交通政策係の

１室３係で、市政全般の総合的計画及び総合調整、移住促進、まちづくりの推

進、基幹統計、市勢調査等の事務が行われている。 

 

（２）監査の結果 

 （指摘事項） 

  特になし。 

 

 （注意・検討事項） 

  特になし。 

 

 （意見・要望） 

 ア 委託契約において、成果品が仕様書と違っているものが見受けられた。十

分な確認を行われたい。 

イ 一部の委託契約において、業務検査が受託者の立会いなく委託者のみで

実施されている事例を認めた。検査にあたっては、受託者が立会い、契約仕

様に基づく履行状況を確認する体制を整えることが望ましい。 

ウ 協議会事務に関する出張については、協議会からの旅費の支出の可否を

確認していただきたい。 

エ 報告書冒頭の総括的意見を参照の上、自部署に関連する事項については

改善に向けて取り組まれるとともに、今後の事務処理等の参考にされたい。 

 

 

 行革デジタル戦略課  

 

（１）事務事業の概要 

  課内室である行革デジタル戦略室及び情報システム係の１室１係で、ＤＸ（デ

ジタルトランスフォーメーション）、行政改革、情報システムの運用管理等に関

する事務が行われている。 
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（２）監査の結果 

 （指摘事項） 

  特になし。 

 

 （注意・検討事項） 

  特になし。 

 

 （意見・要望） 

報告書冒頭の総括的意見を参照の上、自部署に関連する事項については改善に

向けて取り組まれるとともに、今後の事務処理等の参考にされたい。 
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【経 済 振 興 部】  

 

 観光おもてなし課  

 

(１）事務事業の概要 

  総務係、観光係及び産業振興係の３係で、観光関連団体との調整、観光事業の

振興、観光施設の管理運営、地場産業の育成・支援、企業誘致、ふるさと納税等

に関する事務が行われている。 

 

(２）監査の結果 

 （指摘事項） 

  特になし。 

 

 （注意・検討事項） 

  特になし。 

 

 （意見・要望） 

  ア 共通ポイント運用業務委託の契約条項の見直しを検討していただきたい。 

  イ 天草四郎ミュージアムの会計年度任用職員の運転者台帳を整備されたい。 

  ウ 天草四郎ミュージアムの展示に関する事項及び運営に関する事項を審議す

る運営委員会の定期開催の要否について検討されたい。 

  エ トイレ清掃委託について、契約条件や仕様書の標準化を図るとともに、契

約単価の決定過程を明確化し、経済振興部内で情報共有を行うことにより、

適正な価格設定と経済性の確保に努めていただきたい。 

  オ 報告書冒頭の総括的意見を参照の上、自部署に関連する事項については改

善に向けて取り組まれるとともに、今後の事務処理等の参考にされたい。 

 

 

 農 林 課  

 

（１）事務事業の概要 

  農業振興係及び耕地・林務係の２係で、農業振興、土地改良事業、農業用施設

の維持管理、林業の振興等に関する事務が行われている。 

 

（２）監査の結果 

 （指摘事項） 
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  特になし。 

 

 （注意・検討事項） 

  特になし。 

 

 （意見・要望） 

 ア 農業費分担金に係る滞納繰越分の徴収に関して、今後も引き続き努力され

たい。 

 イ トイレ清掃委託について、契約条件や仕様書の標準化を図るとともに、契

約単価の決定過程を明確化し、経済振興部内で情報共有を行うことにより、

適正な価格設定と経済性の確保に努めていただきたい。 

 ウ 工事検査において、市単独事業を検査した結果、適正に管理・施工され 

ていた。引き続き、公共工事の適正な管理・施工に努められたい。 

 エ 報告書冒頭の総括的意見を参照の上、自部署に関連する事項については改

善に向けて取り組まれるとともに、今後の事務処理等の参考にされたい。 

 

 

 み な と ・ 水 産 課  

 

（１）事務事業の概要 

  管理係及び工務係の２係で、水産業の振興、漁港、港湾及び海岸施設の整備及

び維持管理等に関する事務が行われている。 

 

（２）監査の結果 

 （指摘事項） 

  特になし。 

 

 （注意・検討事項） 

  特になし。 

 

 （意見・要望） 

 ア 港湾使用料に係る滞納繰越分の徴収に関して、今後も引き続き努力された

い。 

 イ トイレ清掃委託について、契約条件や仕様書の標準化を図るとともに、契

約単価の決定過程を明確化し、経済振興部内で情報共有を行うことにより、

適正な価格設定と経済性の確保に努めていただきたい。 
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 ウ 報告書冒頭の総括的意見を参照の上、自部署に関連する事項については改

善に向けて取り組まれるとともに、今後の事務処理等の参考にされたい。 

-14-



【建 設 部】  

  

 建 設 課  

 

（１）事務事業の概要 

  管理係及び工務係の２係で、道路改良、舗装、交通安全施設整備、橋梁維持管

理、河川維持管理等に関する事務が行われている。 

 

（２）監査の結果 

 （指摘事項） 

  特になし。 

 

 （注意・検討事項） 

  特になし。 

 

 （意見・要望） 

  

  ア 市職員の定数確保が難しい状況ではあるが、技術職員の人材確保及び育成

に努められたい。 

  イ 報告書冒頭の総括的意見を参照の上、自部署に関連する事項については改

善に向けて取り組まれるとともに、今後の事務処理等の参考にされたい。 

 

 

 都 市 整 備 課  

 

（１）事務事業の概要 

  都市計画係及び都市整備係の２係で、空家対策、市営住宅管理、住宅リフォー

ム支援、カントリーパーク花海好の維持管理、コミュニティプラント、浄化槽設

置助成等に関する事務が行われている。 

また、下水道事業を所管している。 

 

（２）監査の結果 

 （指摘事項） 

  特になし。 
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（注意・検討事項） 

  特になし。 

 

 （意見・要望） 

  ア 市営住宅使用料に係る滞納繰越分の徴収に関して、今後も引き続き努力さ

れたい。また、不能欠損等の処分についても検討されたい。 

 イ 報告書冒頭の総括的意見を参照の上、自部署に関連する事項については改

善に向けて取り組まれるとともに、今後の事務処理等の参考にされたい。 
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【市 民 生 活 部】 

 

 環 境 衛 生 課  

 

（１）事務事業の概要 

  環境衛生係の１係で、環境保全、公害対策、ごみ収集、清掃消毒等、市立斎場

等の施設維持管理等の事務が行われている。 

 

（２）監査の結果 

 （指摘事項） 

  特になし。 

 

 （注意・検討事項） 

  特になし。 

 

 （意見・要望） 

  ア 一般廃棄物収集運搬業務委託について、積算の根拠を明確にすることによ

り適正な委託料の算出を行われたい。 

 イ 報告書冒頭の総括的意見を参照の上、自部署に関連する事項については改

善に向けて取り組まれるとともに、今後の事務処理等の参考にされたい。 

 

 税 務 課  

 

（１）事務事業の概要 

  管理・徴収係、市民税係及び固定資産税係の３係で、市民税、固定資産税、国

民健康保険税等の賦課、徴収等の税務行政全般にわたる事務が行われている。 

 

（２）監査の結果 

 （指摘事項） 

  特になし。 

 

 （注意・検討事項） 

  特になし。 

 （意見・要望） 

  ア 各税に係る滞納繰越分の徴収に関して、今後も引き続き努力されたい。 

 イ 報告書冒頭の総括的意見を参照の上、自部署に関連する事項については改
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善に向けて取り組まれるとともに、今後の事務処理等の参考にされたい。 

 

 

 市 民 課  

 

（１）事務事業の概要 

  大矢野窓口センター及び市民係の１センター１係で、戸籍、住民基本台帳、印

鑑登録、税務証明関係、外国人登録、パスポート、マイナンバーカード等の申請

受付・発行等、松島地区の防災、人権・男女共同参画に関する事務が行われてい

る。 

  松島庁舎及び保健センターの維持管理、維和出張所、湯島出張所、阿村出張所

及び教良木河内出張所並びに消費生活センターの管理運営等の事務が行われてい

る。 

 

（２）監査の結果 

 （指摘事項） 

  特になし。 

 

 （注意・検討事項） 

  特になし。 

 

 （意見・要望） 

 ア コンビニ交付等の開始により証明書の窓口発行件数が、大幅に減少してい

るため、状況を分析され民間委託の要否等について検討を行われたい。 

イ 報告書冒頭の総括的意見を参照の上、自部署に関連する事項については

改善に向けて取り組まれるとともに、今後の事務処理等の参考にされたい。 

 

 

 姫 戸 統 括 支 所  

 

（１）事務事業の概要 

  市民係の１係で、戸籍、住民基本台帳、国民健康保険、介護保険等の窓口関連

事務のほか、本庁各課等との連絡調整に関する事務、地域づくり支援（夏夢音Ｈ

ＩＭＥＤＯ夏祭り）事務、姫戸地区の防災に関する事務が行われている。 

 

（２）監査の結果 
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 （指摘事項） 

  特になし。 

 

 （注意・検討事項） 

  特になし。 

 

 （意見・要望） 

 報告書冒頭の総括的意見を参照の上、自部署に関連する事項については改善に

向けて取り組まれるとともに、今後の事務処理等の参考にされたい。 

 

 

 龍 ヶ 岳 統 括 支 所  

 

（１）事務事業の概要 

  市民係の１係で、戸籍、住民基本台帳、国民健康保険、介護保険等の窓口関連

事務のほか、本庁各課等との連絡調整に関する事務、地域づくり支援（キララ祭

サンライズウォーク）事務、龍ヶ岳地区の防災に関する事務が行われている。 

  また、樋島出張所及び大道出張所の管理運営等の事務が行われている。 

 

（２）監査の結果 

 （指摘事項） 

  特になし。 

 

 （注意・検討事項） 

  特になし。 

 

（意見・要望） 

   

ア 委託料の見積額に顕著な差がある場合には、可能であればさらにもう１

社以上から見積書を徴取し、比較検討を行われたい。 

  イ 報告書冒頭の総括的意見を参照の上、自部署に関連する事項については改

善に向けて取り組まれるとともに、今後の事務処理等の参考にされたい。 
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【健 康 福 祉 部】  

  

 健康福祉部内には社会福祉法第１４条第１項及び第２項の規定に基づく福祉事務

所が設置されており、福祉課、子育て支援課及び高齢者ふれあい課の事務の一部と

して、市長の権限に属する事務の一部を委任されている。 

 

 福 祉 課  

 

（１）事務事業の概要 

 課内室である福祉政策室、生活支援係及び障がい福祉係の１室２係で、福祉政

策、生活支援、障がい福祉等の事務が行われている。 

 

（２）監査の結果 

 （指摘事項） 

  特になし。 

 

 （注意・検討事項） 

  特になし。 

 

 （意見・要望） 

 報告書冒頭の総括的意見を参照の上、自部署に関連する事項については改善に

向けて取り組まれるとともに、今後の事務処理等の参考にされたい。 

 

 

 子 育 て 支 援 課  

 

（１）事務事業の概要 

  子育て支援係の１係で、子育て支援に関する事務が行われている。 

  また、市立保育所に関する事務を所管している。 

 

（２）監査の結果 

 （指摘事項） 

  特になし。  
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 （注意・検討事項） 

  特になし。 

 

 （意見・要望） 

  ア 少子化の影響により市立保育所の入所児童は減少している状況であること

から、今後の市立保育所の在り方について検討されたい。 

 イ 報告書冒頭の総括的意見を参照の上、自部署に関連する事項については改

善に向けて取り組まれるとともに、今後の事務処理等の参考にされたい。 

 

 

 健康づくり推進課  

 

（１）事務事業の概要 

  国保事業係、健康増進係及び母子保健係の３係で、健康増進事業、母子保健事

業、国民健康保険、後期高齢者医療、国民年金等の事務が行われている。 

また、湯島診療所及び上天草市交流センタースパ・タラソ天草に関する事務を

所管している。 

 

（２）監査の結果 

 （指摘事項） 

  特になし。 

 

 （注意・検討事項） 

  特になし。 

 

 （意見・要望） 

 報告書冒頭の総括的意見を参照の上、自部署に関連する事項については改善に

向けて取り組まれるとともに、今後の事務処理等の参考にされたい。 

 

 

 高齢者ふれあい課  

 

（１）事務事業の概要 

  保険給付管理係及び地域包括支援係の２係で、介護保険、老人福祉等に関する

事務が行われている。 

また、課内には介護保険法第１１５条の４６第２項の規定に基づく地域包括支
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援センターが設置されており、関連の事業が実施されている。 

 

（２）監査の結果 

 （指摘事項） 

  特になし。 

 

 （注意・検討事項） 

  特になし。 

 

 （意見・要望） 

  報告書冒頭の総括的意見を参照の上、自部署に関連する事項については改善に

向けて取り組まれるとともに、今後の事務処理等の参考にされたい。 
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【教 育 委 員 会  教 育 部】 

  

 学 務 課  

 

（１）事務事業の概要 

  学務指導係、教育企画係、施設係の３係で、教育委員会の総括及び学校の運営

に関する業務等、学校施設等の維持管理及び学校規模の適正化に関する業務等、

学校運営に関する指導及び教職員の指導力向上に関する業務等の事務が行われて

いる。 

  学務指導係には、教育審議員、指導主事等を受け入れ、小中学校への巡回指導

等が行われている。 

 

（２）監査の結果 

 （指摘事項） 

  特になし。 

 

 （注意・検討事項） 

  特になし。 

 

 （意見・要望） 

  ア 奨学金貸付に係る滞納繰越分の徴収に関して、保証人への請求を実施し、

今後も引き続き努力されたい。 

 イ 各学校において共通して使用する備品について、学校ごとに個別購入して

いる状況が見られた。これらの備品は仕様が概ね共通しており、調達を一元

化することで価格の縮減や事務の効率化が図られる可能性がある。ついては、

学務課において当該備品の一括購入等、調達方法の見直しについて検討して

いただきたい。 

ウ 報告書冒頭の総括的意見を参照の上、自部署に関連する事項については

改善に向けて取り組まれるとともに、今後の事務処理等の参考にされたい。 
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 小学校・中学校・学校事務センター  

 

（１）対象 

  小学校（11 校）：登立小学校、上小学校、中北小学校、中南小学校 

維和小学校、湯島小学校、阿村小学校、今津小学校 

教良木小学校、姫戸小学校、龍ヶ岳小学校 

  中学校（５校）：大矢野中学校湯島中学校、松島中学校 

姫戸中学校、龍ヶ岳中学校 

  事 務 セ ン タ ー：大矢野学校事務センター、南部学校事務センター 

 

（２）監査の結果 

 （指摘事項） 

  特になし。 

 

 （注意・検討事項） 

  特になし。 

 

 （意見・要望） 

  ア 備品の買い替えの際には、購入備品の検収と併せて廃棄処分の手続きを行

い、同一年度内に不用品の適切な処分を実施されたい。 

  イ 学校の統廃合等による備品の移管及び廃棄の手続きについては、早急に実

施されたい。 

 ウ 報告書冒頭の総括的意見を参照の上、自部署に関連する事項については改

善に向けて取り組まれるとともに、今後の事務処理等の参考にされたい。 
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 社 会 教 育 課  

 

（１）事務事業の概要 

  生涯学習係、スポーツ推進係及び文化教育係の３係で、生涯学習に関する地域

学校協働活動事業、文化財保護事業、公民館事業、図書館事業、人権教育推進事

業、スポーツ推進に関するスポーツ合宿誘致事業、社会体育施設の維持管理事業

等の業務が行われている。 

 

（２）監査の結果 

 （指摘事項） 

  特になし。 

 

 （注意・検討事項） 

  特になし。 

 

 （意見・要望） 

  報告書冒頭の総括的意見を参照の上、自部署に関連する事項については改善 

に向けて取り組まれるとともに、今後の事務処理等の参考にされたい。 
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 会 計 課  

  

 

（１）事務事業の概要 

会計係の１係で、会計管理者の権限に属する事務として、現金及び有価証券の

出納及び保管、支出負担行為の確認、決算、現金の記録管理、基金に属する現金

の出納及び保管、歳入歳出外現金に関すること等、公金に関する事務が行われて

いる。 

 

（２）監査の結果 

 （指摘事項） 

  特になし。 

 

 （注意・検討事項） 

  特になし。 

 

 （意見・要望） 

 報告書冒頭の総括的意見を参照の上、自部署に関連する事項については改善に

向けて取り組まれるとともに、今後の事務処理等の参考にされたい。 
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 水 道 局  

  

 

（１）事務事業の概要 

 庶務係及び工務係の２係で、上水道の検針、使用料徴収、水道施設の新設、改

良及び維持管理等の業務が行われている。 

 

（２）監査の結果 

 （指摘事項） 

  特になし。 

 

 （注意・検討事項） 

  特になし。 

 

 （意見・要望） 

 報告書冒頭の総括的意見を参照の上、自部署に関連する事項については改善に

向けて取り組まれるとともに、今後の事務処理等の参考にされたい。 
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 議 会 事 務 局  

  

 

（１）事務事業の概要 

 議会に関する事務が行われている。 

 

（２）監査の結果 

 （指摘事項） 

  特になし。 

 

 （注意・検討事項） 

  特になし。 

 

 （意見・要望） 

 報告書冒頭の総括的意見を参照の上、自部署に関連する事項については改善に

向けて取り組まれるとともに、今後の事務処理等の参考にされたい。 
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 農業委員会事務局  

  

 

（１）事務事業の概要 

 農業委員会に関する事務が行われている。 

 

（２）監査の結果 

 （指摘事項） 

  特になし。 

 

 （注意・検討事項） 

  特になし。 

 

 （意見・要望） 

 報告書冒頭の総括的意見を参照の上、自部署に関連する事項については改善に

向けて取り組まれるとともに、今後の事務処理等の参考にされたい。 
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 監 査 委 員 事 務 局  

  

 

（１）事務事業の概要 

 監査委員に関する事務が行われている。 

 

（２）監査の結果 

 （指摘事項） 

  特になし。 

 

 （注意・検討事項） 

  特になし。 

 

 （意見・要望） 

 報告書冒頭の総括的意見を参照の上、自部署に関連する事項については改善に

向けて取り組まれるとともに、今後の事務処理等の参考にされたい。 
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 上 天 草 総 合 病 院  

  

 

（１）事務事業の概要 

 病院事業に関する事務が行われている。 

 また、病院の附帯事業である看護専門学校、健康管理センター、訪問看護ステ

ーション、介護老人保健施設（きららの里）、在宅介護支援センター、歯科保健

センター、居宅介護支援センター及び教良木診療所に関する事務が行われている。 

 

（２）監査の結果 

 （指摘事項） 

  特になし。 

 

 （注意・検討事項） 

  特になし。 

 

 （意見・要望） 

  ア 随意契約事務については、上天草市随意契約ガイドライン等を参考に適正

な契約事務に努められたい。 

  イ 病院事業の財務会計システムの改修を検討され、職員の事務軽減に努めら

れたい。 

  ウ 公用車の管理について、運転者台帳の整備に取り組まれたい。 

 エ 報告書冒頭の総括的意見を参照の上、自部署に関連する事項については改

善に向けて取り組まれるとともに、今後の事務処理等の参考にされたい。 
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